
　交通事故などにあったとき（第三者行為）

　交通事故など、第三者（加害者）の不法行為によって病気やケガをした場合、その医療費は加

害者が負担するのが原則です。しかし、加害者がすぐに医療費を負担できないときは、健康保険

課窓口で「第三者行為による傷病届」を提出すると、国保を使い治療を受けることができます。そ

の場合は、国保が立て替えた医療費を加害者へ請求します。

　加害者から医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前

に必ず健康保険課へご相談ください。

※「第三者行為」については、下記リーフレットまたは沖縄県国民健康保険団体連合会

　ホームページで確認いただけます。

　沖縄県国民健康保険団体連合会ホームページはこちら

http://www.okikoku.or.jp/iryo/3sha2.php
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